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「特別用途食品に関する質疑応答集」の一部改正について（周知依頼） 

 

 

平素より本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について、消費者庁食品表示課長より、別添のとおり通知がありましたの

でお知らせします。 

特別用途食品の許可区分、表示事項等については、「健康増進法に規定する特

別用途表示の許可等に関する内閣府令等の一部改正について」（令和６年 12 月

17 日付け日薬業発第 339 号）にてお知らせし、経口補水液の項に係る事項につ

いては、令和７年６月１日に施行されたところです。 

今般、規定の運用を明確にする必要がある事項等について「特別用途食品に関

する質疑応答集」が改正され、経口補水液の販売方法に関する問の新設等が行わ

れました。 

会務ご多用のところ恐縮ながら、貴会会員にご周知下さいますようお願い申

し上げます。 

 

 

＜別添＞ 

 「特別用途食品に関する質疑応答集」の一部改正について（周知依頼）（令和

7年 6月 30日付．消食表第 515号 消費者庁食品表示課長通知） 

 

＜参考＞ 

 特別用途食品「経口補水液」販売時における陳列・掲示について（令和５年

11月 20日付．消費者庁食品表示企画課事務連絡） 

 「特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示について」の

一部改正について（令和６年 12 月 10 日付．消食表第 1078 号 消費者庁食

品表示課長通知） 
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